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令和６年10月１日廃止 

○吹田市障がい者福祉年金支給条例 

昭和42年10月31日条例第20号 

（目的） 

第１条 この条例は、障害者に対して障がい者福祉年金（以下「福祉年金」という。）を支給する

ことによりその生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 障害者 身体障害者、知的障害者及び精神障害者をいう。 

(２) 身体障害者 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１項に規定する身体障害

者手帳の交付を受け、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）

別表第５号の１級から６級までのいずれかに該当する者をいう。 

(３) 知的障害者 大阪府療育手帳に関する規則（平成12年大阪府規則第42号）第１条に規定す

る療育手帳の交付を受け、又は規則で定める判定機関で判定書の交付を受け、その障害の程度

が重度、中度又は軽度に該当する者をいう。 

(４) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第45条第

１項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の程度が精神保健及び精神障

害者福祉に関する法律施行令（昭和25年政令第155号）第６条第３項の表の１級から３級までの

いずれかに該当する者をいう。 

（受給資格者） 

第３条 福祉年金を受給することができる者（以下「受給資格者」という。）は、本市に引き続き

１年以上居住し、かつ、住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）の規定により記録されている障

害者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる障害者で、市長が特に必要があると認めるものは、受給

資格者とする。 

(１) 本市の委託又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年

法律第123号）第19条第１項に規定する介護給付費等の支給決定により、他の市町村に所在する

同法第５条第10項又は第11項に規定する施設に入所している者 

(２) 本市の委託又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第１

項に規定する介護給付費等の支給決定により、他の市町村に所在する児童福祉法（昭和22年法
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律第164号）第42条又は第43条の２に規定する施設に入所している者 

３ 前２項の規定にかかわらず、次に掲げる障害者は、受給資格者としない。 

(１) 20歳以上の身体障害者であつて、その障害の程度が４級から６級までのいずれかに該当す

るもの 

(２) 20歳以上の知的障害者であつて、その障害の程度が軽度であり、知能指数が60を超えるも

の 

(３) 20歳以上の精神障害者であつて、その障害の程度が２級又は３級に該当するもの 

（福祉年金の種類） 

第４条 福祉年金の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者である受

給資格者に対して支給する。 

(１) 身体障がい者福祉年金 身体障害者 

(２) 知的障がい者福祉年金 知的障害者 

(３) 精神障がい者福祉年金 精神障害者 

（福祉年金の支給額） 

第５条 福祉年金の支給額は、別表第１から別表第３までに定めるとおりとする。 

（受給資格の認定） 

第６条 福祉年金の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その支

給を受ける資格（以下「受給資格」という。）の認定を受けなければならない。受給資格に変更

があつた場合も、また、同様とする。 

（受給資格の調整） 

第７条 市長は、福祉年金の受給資格の重複する者があるときは、その者が選択した１の福祉年金

を支給し、他の福祉年金は支給しない。 

（支給期間等） 

第８条 福祉年金は、受給資格が生じた日の属する月の翌月分から受給資格を喪失した日の属する

月分まで支給する。ただし、受給資格の生じた日が受給資格の認定の申請のあつた日の属する年

度の前年度以前の年度に属する場合には、当該前年度以前の年度に属する月分については支給し

ない。 

２ 年度の途中で受給資格が生じ、又は受給資格を喪失した場合における福祉年金の支給額は、月

割計算により算定する。 

３ 福祉年金は、規則で定める期日に支給する。 
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（支給額の減額） 

第９条 市長は、福祉年金の支給額の全額を支給することが適当でない場合として規則で定める場

合においては、規則で定めるところにより、これを減額することができる。 

（支給の停止） 

第10条 市長は、受給資格者が市町村民税又は都道府県民税を課せられているときは、規則で定め

る期間における福祉年金の支給を停止する。 

（受給資格の喪失） 

第11条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当したときは、その受給資格を喪失するものとす

る。 

(１) 死亡したとき。 

(２) 市内に住所を有しなくなつたとき。 

(３) 受給を辞退したとき。 

(４) 市長が受給資格の認定を取り消したとき。 

（未支給年金） 

第12条 福祉年金の受給資格者が死亡した場合において、その者が支給を受けるべき福祉年金でそ

の者が支給を受けなかつたものがあるときは、その未支給の福祉年金は、同居の遺族に支給する。 

（受給資格の認定の取消し） 

第13条 市長は、受給資格者が次の各号のいずれかに該当したときは、受給資格の認定を取り消す

ことができる。 

(１) 偽りその他の不正な手段により福祉年金の支給を受けたとき又は受けようとしたとき。 

(２) 第６条後段又は第15条の規定に違反したとき。 

（福祉年金の返還） 

第14条 市長は、前条の規定により受給資格の認定を取り消した場合において、当該取消しに係る

部分に関し既に福祉年金が支給されているときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。 

（譲渡及び担保の禁止） 

第15条 福祉年金の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。 

（委任） 

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 
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（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、昭和42年４月１日から適用する。 

（住所要件の特例） 

２ この条例の公布の日現在において、市内に住所を有する身体障害者及び精神薄弱者は、第３条

第１項の規定にかかわらず、昭和42年４月１日現在において引き続き１年以上市内に住所を有し

ていたものとみなす。 

附 則（省略） 

附 則（平成25年３月25日条例第15号） 

この条例は、平成25年４月１日から施行する。ただし、第１条中吹田市障がい者福祉年金支給条

例第３条第２項第１号の改正規定（「第５条第11項又は第12項」を「第５条第10項又は第11項」に

改める部分に限る。）、第２条中吹田市障害程度区分等認定審査会の委員の定数等を定める条例の

題名の改正規定、同条例第１条の見出しの改正規定及び同条の改正規定（「吹田市障害程度区分等

認定審査会」を「吹田市障害支援区分等認定審査会」に改める部分に限る。）、第６条中吹田市消

防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項第２号の改正規定（「第５条第12項」を「第５条第11

項」に改める部分に限る。）並びに第７条中議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関

する条例第10条の２第２号の改正規定（「第５条第12項」を「第５条第11項」に改める部分に限る。）

は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年12月28日条例第34号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 令和６年10月１日前に死亡した福祉年金の受給資格者に係る未支給の福祉年金の支給について

は、令和７年３月31日までの間は、なお従前の例による。 

３ この条例による廃止前の吹田市障がい者福祉年金支給条例の規定により支給を受けた福祉年金

については、同条例第13条及び第14条の規定は、なおその効力を有する。 

（以下省略） 



5/5 

 

別表第１（第５条関係） 

身体障がい者福祉年金支給額表 

年齢 障害の程度 支給額（年額） 

20歳以上 
１級及び２級 32,400円 

３級 25,200円 

20歳未満 

１級及び２級 44,400円 

３級及び４級 32,400円 

５級及び６級 25,200円 

別表第２（第５条関係） 

知的障がい者福祉年金支給額表 

年齢 障害の程度 支給額（年額） 

20歳以上 

重度 32,400円 

中度 
25,200円 

軽度で知能指数が60以下のもの 

20歳未満 

重度 44,400円 

中度 32,400円 

軽度 25,200円 

別表第３（第５条関係） 

精神障がい者福祉年金支給額表 

年齢 障害の程度 支給額（年額） 

20歳以上 １級 32,400円 

20歳未満 １級 44,400円 

２級 32,400円 

３級 25,200円 

 


